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第１ はじめに（策定の背景） 
関市では、少子高齢化と人口減少社会を迎え、福祉のための予算が拡大する一方で、今

後厳しい財政状況となることが見込まれるため、持続可能な公共施設サービスの実現に向

けて「関市公共施設再配置計画」を平成 28 年 3 月に策定し、倉知小学校と倉知ふれあい

センターを統合する方針としました。 

また、本市においても半数以上の小・中学校が標準規模を下回る状況にある中、望まし

い学校規模の適正化を進めて行くため「関市学校規模適正化計画」を令和 6 年 12 月に策

定し、倉知小学校と南ヶ丘小学校を再編する方針としました。 

こうした背景から、令和 11 年度の使用を目指して、倉知小学校の敷地内に倉知小学校、

倉知ふれあいセンター及び南ヶ丘小学校を統合した、新たな公共施設（以下「本複合化施

設」といいます。）を整備するにあたっての基本的なコンセプトや機能、概算事業費、ス

ケジュールなどを示した「倉知小学校等複合化施設整備事業基本構想（以下、「本基本構

想」といいます。）」を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-１ 整備方針の概要 
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第２ 既存施設の現状と課題 

１ 既存施設の現状 

(1) 位置図 

倉知小学校、倉知ふれあいセンター及び南ヶ丘小学校の位置は以下のとおりです。 

 

【所在地】 

・倉知小学校     （関市段下６６番地１） 

・倉知ふれあいセンター（関市倉知９２７番地１） 

・南ヶ丘小学校    （関市倉知４３７２番地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：地理院地図 

図 ２-１ 位置図 

 

(2) 施設の概要 

次ページ以降に各施設の詳細を示します。 
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① 倉知小学校 

 

出典：関市公共施設の更新データ（令和 5 年度末時点）（関市資料）  
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出典：関市公共施設の更新データ（令和 5 年度末時点）（関市資料）  
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② 倉知ふれあいセンター 

 
出典：関市公共施設の更新データ（令和 5 年度末時点）（関市資料） 
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出典：関市公共施設の更新データ（令和 5 年度末時点）（関市資料）  
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出典：関市公共施設の更新データ（令和 5 年度末時点）（関市資料）  
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○倉知ふれあいセンター使用料 

倉知ふれあいセンターの使用料は以下のとおりとなっています。 

 

 

出典：くらちふれあいまちづくり協議会ーホームページ 

 

○倉知ふれあいセンター施設写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：くらちふれあいまちづくり協議会ーホームページ 
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出典：くらちふれあいまちづくり協議会ーホームページ 
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出典：くらちふれあいまちづくり協議会ーホームページ 
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○くらちふれあいまちづくり協議会の年間事業 

倉知ふれあいセンターを管理している、くらちふれあいまちづくり協議会の年間事業計

画を以下に示します。倉知ふれあいセンターでの主な行事として、「くらちみんなの広場

（月１回）」「軒先ショップふれあいマーケット（月１回）」「秋まつり（年１回）」「親子ヨ

ガ（年１回）」などが開催されています。 

 

 

出典：倉知ふれあいだより第 76 号 

 

  



 

12 

 

 

○倉知ふれあいセンターでの行事の様子 

 

 

 

 
出典：倉知ふれあいだより第 76 号 
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出典：倉知ふれあいだより第 75 号 

 

出典：くらちふれあいまちづくり協議会ホームページ  
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③ 南ヶ丘小学校 

 

出典：関市公共施設の更新データ（令和 5 年度末時点）（関市資料）  
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出典：関市公共施設の更新データ（令和 5 年度末時点）（関市資料）  
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(3) 生徒数等 

「関市学校規模適正化計画」によると、令和５年度時点の倉知小学校区及び南ヶ丘小学

校区の子どもの数は以下のとおりとなっています。 

表 ２-１ 倉知小学校区・南ヶ丘小学校区の子どもの数 

小学校区 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10 歳 11 歳 12 歳 

       (1 年) (2 年) (3 年) (4 年) (5 年) (6 年) 

倉知小 57 62 60 59 74 75 61 85 63 62 68 60 

南ヶ丘小 12 7 9 12 11 10 13 11 9 17 10 30 

 

上記より、倉知小学校及び南ヶ丘小学校の令和５年度～11 年度までの児童数、学級数

を整理すると以下のとおりとなります。 

倉知小学校の児童数及び学級数は、令和７年度をピークに減少していく見込みです。 

表 ２-２ 倉知小学校区の児童数・学級数 

( )内は学級数  

学年 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

１年 61(2) 75(3) 74(3) 59(2) 60(2) 62(2) 57(2) 

２年 85(3) 61(2) 75(3) 74(3) 59(2) 60(2) 62(2) 

３年 63(2) 85(3) 61(2) 75(3) 74(3) 59(2) 60(2) 

４年 62(2) 63(2) 85(3) 61(2) 75(3) 74(3) 59(2) 

５年 68(2) 62(2) 63(2) 85(3) 61(2) 75(3) 74(3) 

６年 60(2) 68(2) 62(2) 63(2) 85(3) 61(2) 75(3) 

全校 399(13) 414(14) 420(15) 417(15) 414(15) 391(14) 387(14) 

（※社会増減は加味せず試算） 

 

図 ２-２ 倉知小学校の児童数グラフ 
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南ヶ丘小学校の児童数及び学級数は、既にピークを過ぎており今後減少していく見込み

です。 

表 ２-３ 南ヶ丘小学校区の児童数・学級数 

( )内は学級数   

学年 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

１年 13(1) 10(1) 11(1) 12(1) 9(1) 7(1) 12(1) 

２年 11(1) 13(1) 10(1) 11(1) 12(1) 9(1) 7(1) 

３年 9(1) 11(1) 13(1) 10(1) 11(1) 12(1) 9(1) 

４年 17(1) 9(1) 11(1) 13(1) 10(1) 11(1) 12(1) 

５年 10(1) 17(1) 9(1) 11(1) 13(1) 10(1) 11(1) 

６年 30(1) 10(1) 17(1) 9(1) 11(1) 13(1) 10(1) 

全校 90(6) 70(6) 71(6) 66(6) 66(6) 62(6) 61(6) 

（※社会増減は加味せず試算） 

 

図 ２-３ 南ヶ丘小学校の児童数グラフ 
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倉知小学校と南ヶ丘小学校を統合した場合の児童数・学級数は以下のとおりです。 

本複合化施設は、令和 11 年度(2029 年度)を供用開始目標としており、供用開始時点の

児童数は 448 人で、15 学級となる見込みです。また、各学年の学級数は 2～3 学級となる

見込みです。 

これらを踏まえると、本複合化施設の再整備にあたっては、普通学級については 18 教

室(1 学年当り 3 教室)あれば十分と考えられます。 

なお、特別支援学級や通級指導教室については別途確保します。 

 

表 ２-４ 統合した場合の児童数・学級数 

( )内は学級数   

学年 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

１年 74(3) 85(3) 85(3) 71(3) 69(2) 69(2) 69(2) 

２年 96(3) 74(3) 85(3) 85(3) 71(3) 69(2) 69(2) 

３年 72(3) 96(3) 74(3) 85(3) 85(3) 71(3) 69(2) 

４年 79(3) 72(3) 96(3) 74(3) 85(3) 85(3) 71(3) 

５年 78(3) 79(3) 72(3) 96(3) 74(3) 85(3) 85(3) 

６年 90(3) 78(3) 79(3) 72(3) 96(3) 74(3) 85(3) 

全校 489(18) 484(18) 491(18) 483(18) 480(17) 453(16) 448(15) 

（※社会増減は加味せず試算） 

 

図 ２-４ 統合した場合の児童数グラフ 

  

489
484

491
483 480

453
448

420

440

460

480

500

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

統合した場合の児童数(人)
複合化施設

供用開始目標



 

19 

 

 

【参考】市全体の児童生徒数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：関市学校規模適正化計画 p9 

  

(4)児童生徒数の推移 
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２ 施設周辺の現状 

(1) 人口 

① 総人口 

倉知小学校及び倉知ふれあいセンターの周辺は比較的人口が多く、南ヶ丘小学校周辺は

人口が少ない状況にあります。 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和 2 年国勢調査 

図 ２-５ 総人口（500m メッシュ） 
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② 年少人口割合（15 歳未満の人口割合） 

倉知小学校及び倉知ふれあいセンターの周辺は比較的年少人口の割合が大きく、南ヶ丘

小学校周辺は年少人口の割合が小さい状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和 2 年国勢調査 

図 ２-６ 年少人口割合 

 

 

 

 

 

 

  

※(参考)市全体の 

年少人口割合 12% 
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③ 老年人口割合（65 歳以上の人口割合） 

倉知小学校及び倉知ふれあいセンターの周辺は比較的老年人口の割合が小さく、南ヶ丘

小学校周辺は老年人口の割合が大きい状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和 2 年国勢調査 

図 ２-７ 老年人口割合 

 

 

 

※(参考)市全体の 

老年人口割合 31% 
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(2) 都市計画等の指定状況 

倉知小学校、倉知ふれあいセンター及び南ヶ丘小学校ともに「第１種中高層住居専用地

域」にあり、防火地域等の指定はありません。 

第１種中高層住居専用地域は、マンションを中心とする中高層住宅のための地域で、建

築可能な建物用途は、住宅、幼稚園、保育所、小・中・高等学校、大学や専門学校などの

教育施設、病院や老人福祉センターなどの医療福祉施設、児童館などの児童厚生施設、

500m2までの店舗などに限定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-８ 都市計画等の指定状況 
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表 ２-５ 第一種中高層住居専用地域の用途制限 

建築物の用途制限 

◯：建てられる用途 

×：原則として 

建てられない用途 

戸建・マンション ◯ 

店舗兼住宅・事務所兼住宅（一定規模以下） ◯ 

幼稚園・小学校・中学校・高等学校 ◯ 

図書館 ◯ 

神社・寺院・教会 ◯ 

老人ホーム・身体障害者福祉ホーム ◯ 

保育所・公衆浴場・診療所 ◯ 

老人福祉センター・児童厚生施設 ◯ 

巡査派出所（交番）・公衆電話ボックス ◯ 

大学・高等専門学校 ◯ 

病院 ◯ 

店舗や飲食店の部分が 2 階以下で床面積の合計が 150 ㎡以内のもの ◯ 

店舗や飲食店の部分が 2 階以下で床面積の合計が 500 ㎡以内のもの ◯ 

上記以外の物品販売業を営む店舗や飲食店 × 

床面積の合計が 10,000 ㎡を超える店舗や飲食店 × 

上記以外の事務所 × 

ボーリング場・スケート場・プール × 

ホテル・旅館 × 

自動車教習所 × 

マージャン屋・パチンコ屋 × 

カラオケボックス × 

自動車車庫（2 階以下で床面積の合計が 300 ㎡以下） ◯ 

営業用倉庫・自動車車庫（3 階以上または床面積の合計が 300 ㎡を

超えるもの） 
× 

劇場・映画館（客席部分の床面積の合計が 200 ㎡未満） × 

劇場・映画館（客席部分の床面積の合計が 200 ㎡以上） × 

キャバクラ・キャバレー・ナイトクラブ × 

ソープランド × 

工場（50 ㎡以下・危険性や環境を悪化させる恐れが非常に少ない） × 

自動車修理工場（150 ㎡以下） × 

工場（150 ㎡以下・危険性や環境を悪化させる恐れが少ない） × 

自動車修理工場（300 ㎡以下） × 

工場（150 ㎡を超えるまたは危険性や環境を悪化させる恐れがやや

多い） 
× 

工場（危険性が大きいまたは著しく環境を悪化させる恐れがある） × 

ガソリンスタンド（火薬類〜非常に少ない施設） × 

火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が少ない施設 × 

火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量がやや多い施設 × 

火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が多い施設 × 
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(3) 土地利用状況 

倉知小学校及び倉知ふれあいセンターの周辺では、広範囲に低層建築物があります。 

南ヶ丘小学校の周辺では、近隣に低層建築物や公共施設等用地がありますが、広範囲に

森林が広がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報（土地利用細分メッシュ_令和 3 年） 

図 ２-９ 土地利用状況 
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(4) 施設立地状況 

① 大規模小売店 

倉知小学校及び倉知ふれあいセンターの近傍には、マーゴ（サンサンシティマーゴ、マ

ーゴウェスト）[ショッピングセンター]、ケーズデンキ関店［家電量販店］があります。 

南ヶ丘小学校周辺には大規模小売店はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：岐阜県大規模小売店舗立地法届出状況(令和 5 年 6 月末現在) 

図 ２-１０ 大規模小売店の立地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

マーゴ [ショッピングセンター] 

 

 

 

 

 

出典：マーゴホームページ 
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② 公共・公益施設 

倉知小学校及び倉知ふれあいセンターの近傍には、倉知保育園があります。 

南ヶ丘小学校の近傍には、中部学院大学や関商工高等学校、関特別支援学校などの学校

施設のほか南ヶ丘保育園、桐が丘幼稚園、障がい者福祉施設である岐阜県立ひまわりの丘

などの施設があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報 公共施設（平成 18 年） 

図 ２-１１ 公共・公益施設の立地状況 
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(5) 交通状況 

① 道路状況 

倉知小学校及び倉知ふれあいセンターの周辺では東西道路として、県道 79 号（関本巣

線）が整備されています。また、倉知小学校及び倉知ふれあいセンターと南ヶ丘小学校を

結ぶ南北方向の道路として県道 17 号線（江南関線）が整備されています。 

最も近い高速道路 IC は、東海北陸自動車道 関 IC で、倉知小学校及び倉知ふれあいセ

ンターまで約３km、南ヶ丘小学校まで約２km となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-１２ 道路状況 

 

 

  

関ＩＣ 
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② 公共交通の状況 

各最寄りのバス停留所は、倉知小学校は「久郷バス停」、倉知ふれあいセンターは「倉

知ふれあいセンター前」、南ヶ丘小学校は「桐谷住宅前」となっており、いずれも 500m 圏

域内に位置しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：関市中心部路線図（令和 6 年 4 月） 

図 ２-１３ 公共交通状況（関シティバス） 
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出典：関市地域公共交通計画をもとに作成 

図 ２-１４ 公共交通状況（バス路線・停留所詳細図） 

倉知小学校・倉知ふれあいセンター周辺 

南ヶ丘小学校周辺 
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なお、各最寄りのバス停留所の路線、方向別の運行本数は以下のとおりとなっています。 

 

表 ２-６ 最寄りのバス停留所の路線、方向別の運行本数 

倉知小学校からの最寄りのバス停留所 

［久郷バス停留所］ 

■関シティバス（買い物循環線） 
①せき東山発→久郷→中濃厚生病院経由→せき東山着（東回り）【1 日当り 10 本（平休）】 

②せき東山発→中濃厚生病院経由→久郷→せき東山着（西回り）【1 日当り 10 本（平休）】 

 

■関シティバス（わかくさ・千疋線） 
①中濃厚生病院→久郷→千疋北→久郷→中濃厚生病院【1 日当り 3 本（平休）】 

 

■岐阜バス（倉知線） 
①三柿野駅→関商工前→久郷→関シティターミナル【1 日当り 4 本（平日のみ）】 

②関シティターミナル→久郷→関商工前→三柿野駅【1 日当り 3 本（平日のみ）】 

 

倉知ふれあいセンターからの最寄りのバス停留所 

［倉知ふれあいセンター前バス停留所］ 

■関シティバス（わかくさ・小金田線） 
①中濃厚生病院→倉知ふれあいセンター前→小金田→倉知ふれあいセンター前 

→中濃厚生病院【1 日当り 5 本（平休）】 

 

南ヶ丘小学校からの最寄りのバス停留所 

[桐谷住宅前バス停留所] 

■関シティバス（わかくさ・向山線）／デマンド 
①中濃厚生病院→桐谷住宅前→中濃厚生病院（片循環）【1 日当り 5 本（平休）】 

 

■岐阜バス（倉知線） 
①三柿野駅→桐谷住宅前→関シティターミナル【1 日当り 2 本（平日のみ）】 

②関シティターミナル→桐谷住宅前→三柿野駅【1 日当り 2 本（平日のみ）】 
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(6) 災害ハザード 

① 洪水 

倉知小学校及び倉知ふれあいセンターは、想定最大規模降雨時において 0.5～3ｍ未満

の浸水想定区域内にあります。南ヶ丘小学校は浸水想定区域外です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：関市洪水ハザードマップ（令和 3 年 3 月） 

図 ２-１５ 洪水ハザードマップ 
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② 土砂災害 

倉知小学校、倉知ふれあいセンター及び南ヶ丘小学校では、土砂災害（特別）警戒区域

の指定はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：関市土砂災害ハザードマップ（令和 6 年 3 月） 

図 ２-１６ 土砂災害ハザードマップ 
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③ 液状化 

倉知小学校は液状化発生の可能性が極めて低い区域にありますが、倉知ふれあいセンタ

ー及び南ヶ丘小学校は液状化発生の可能性が高い地域にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：関市液状化ハザードマップ（令和 2 年 3 月） 

図 ２-１７ 液状化ハザードマップ 
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３ 国・県の施策動向 

国・県の施策動向として以下について整理しました。 

 

① 新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について（令和４年３月、学校施設の

在り方に関する調査研究協力者会議（文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企

画課）） 

② 学校施設整備指針（令和４年６月、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部） 

③ 第４次岐阜県教育振興基本計画（令和６年３月、岐阜県教育委員会教育総務課） 

④ 岐阜県の教育（令和６年度版、岐阜県教育委員会） 
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(1) 国の施策動向 

① 新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について（令和４年３月） 

この報告は、GIGA スクール構想による 1 人 1 台端末、小学校における 35 人学級の計画

的整備やポストコロナを見据えた「ニューノーマル」が求められる状況を背景として、全

ての子供たちの可能性を引き出し、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実等に向

け、新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方及び推進方策について取りまとめられ

たもので、「学び」「生活」「共創」「安全」「環境」の５つについて方向性が示されていま

す。 

具体的には、新 JIS 規格の机（幅 650mm×奥行 450mm 等（※旧 JIS 規格の机は、幅

600mm×奥行 400mm））や情報端末の充電保管庫等の整備を図った上で、最低１ｍの身体的

距離を確保するなど、ゆとりある教室の整備の必要性などが示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」最終報告【概要】p1 
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出典：「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」最終報告【概要】p1 

出典：「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」最終報告 参考資料 p24 
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② 学校施設整備指針（令和４年６月） 

この指針は、学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために、計画及び設計に

おける留意事項を示したものであり、以下の第１章～第９章で構成されています。 

表 ２-７ 学校施設整備指針 章立て 

第１章 総 則 第４章 各室計画 第７章 構造設計 

第２章 施設計画 第５章 詳細設計 第８章 設備設計 

第３章 平面計画 第６章 屋外計画 第９章 防犯計画 

 

近年の改訂履歴をみると、平成 31年には「ICT活用、インクルーシブ教育システムの構

築、教職員の働く場としての機能向上、地域連携・協働の促進等」、令和 4 年には、前述

の「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」をもとに「個別最適な学び

と協働的な学びの一体的充実」の観点から改訂されています。 

表 ２-８ 学校施設整備指針 改訂履歴 

改訂年月 主な改訂内容 

平成１３年３月  少子高齢社会への移行や情報通信技術による変革などの社会状

況の変化や、学習指導要領の改訂に対応 

平成１５年８月 学校施設の防犯対策の推進、既存学校施設の耐震化の推進、建

材等から放散される化学物質による室内空気汚染の防止対策等に

関連する記述を追加 

平成１９年７月 特別支援教育を推進するための施設整備の基本的な考え方や、

学校施設全体のバリアフリー化に関する記述などを充実 

平成２１年３月 学校施設の事故防止対策に関する記述を充実 

平成２２年３月 外国語活動における多様な学習活動に対応した空間の確保や、

理数教育環境の充実、環境面からの持続可能性への配慮など学習

指導要領の改訂や社会状況の変化に対応 

平成２６年７月 東日本大震災において顕在化した課題などに対応するため、学

校施設の津波対策及び避難所としての防災機能の強化、学校施設

の老朽化対策などに関する記述を充実 

平成２８年３月 小中一貫教育に適した学校施設の計画・設計上の留意事項を追

加するとともに、学校施設の複合化、長寿命化対策、木材利用に

関する記述を充実 

平成３１年３月 学習指導要領の改訂に対応、ICT 活用、インクルーシブ教育シス

テムの構築、教職員の働く場としての機能向上、地域連携・協働

の促進等に関する記述を充実 

令和４年６月 １人１台端末環境のもと、個別最適な学びと協働的な学びの一

体的充実に向け、新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方

を推進する観点から記述を充実 
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(2) 岐阜県の施策動向 

① 第４次岐阜県教育振興基本計画 

この計画は、岐阜県の教育施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に策定された

ものです。 

岐阜県では教育を通して目指す人間像を、『「ふるさと岐阜」で育んだ自信と誇りを胸に、

よりよい未来の実現に挑み続ける人』とし、「自立力」「共生力」「創造力」の３つを育み

たい力として掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第４次岐阜県教育振興基本計画 概要版 p5 
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出典：第４次岐阜県教育振興基本計画 概要版 p6 
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② 岐阜県の教育（令和６年度版） 

この報告は、県の教育施策や方針及び現況などを周知するため、毎年度公表されていま

す。 

令和６年度版の報告によると、岐阜県の小学校の学級編成基準（1 学級当りの児童数）

は、全ての学年において３５人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：岐阜県の教育 令和 6 年度版 p27 
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４ 本市の上位計画、関連計画 

本市の上位計画、関連計画について整理しました。 

 

表 ２-９ 上位計画・関連計画 

区分 分野 計画名称（策定等年月） 

上位計画 行政運営 ①関市第５次総合計画（令和５年３月） 

 教 育 
②第２期関市教育振興計画（令和４年３月） 

③関市学校規模適正化計画（令和６年１２月） 

 
公共施設 

(学校) 

④関市公共施設等総合管理計画（令和４年３月） 

⑤関市公共施設再配置計画（令和５年３月） 

⑥関市学校施設長寿命化計画（令和３年２月） 

関連計画 都市計画 
⑦関市都市計画マスタープラン（令和３年３月） 

⑧関市立地適正化計画（令和６年３月） 

 人口減少 

対 策 

⑨第２期関市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（令和２年３月） 

 防 災 ⑩関市地域防災計画（令和６年３月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-１８ 計画の位置付け 

  

②第２期関市教育振興計画 

③関市学校規模適正化計画 

④関市公共施設等 

総合管理計画 

⑤関市公共施設 

再配置計画 

⑥関市学校施設 

長寿命化計画 

⑦関市都市計画マスタープラン 

⑧関市立地適正化計画 

⑨第２期関市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

⑩関市地域防災計画 

①関市第５次総合計画 

教 育 

防 災 

人口減少対策 

都市計画 

公共施設 
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(1) 関市第５次総合計画 

この計画は、関市のまちづくりの指針となる最上位計画であり、豊かなまちづくりを進

めていくための重要なテーマとして「産業」、「学び」、「文化」を掲げています。 

「08 教育環境づくり」の施策は、人口減少対策、地域経済循環及び地域力向上に関連

するものを整理し、「09 小中学校教育」の施策は、地域力向上及び地域愛醸成に関連する

ものを整理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：関市第５次総合計画 p27  
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(2) 第２期関市教育振興計画 

この計画は、市の教育方針を明らかにし、その実現を目指すために策定されたものです。 

「ふるさと関に誇りをもち 豊かな心で 未来を切り開く 人づくり」を基本理念として、

「多様性を尊重し、豊かな心を身に付ける教育の実現」「個別最適な学びと協働的な学び

を通して、確かな学力を身に付ける教育の実現」「ふるさと教育や地域との関わりを通し

て、社会性を身に付ける教育の実現」「地域や他校種との連携を通して、専門性の高い教

育の実現」の４つを基本方針として掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第２期関市教育振興計画 概要版 p3 
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(3) 関市学校規模適正化計画 

この計画は、人口減少と少子高齢化が進む中、教育の質をより高め、教育環境の充実を

図るため、望ましい学校規模の適正化を進めて行くことを目的として策定したものです。 

現在の市内の小中学校 26 校を 23 校に再編する方針としており、その一環として倉知小

学校と南ヶ丘小学校を統合することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：関市学校規模適正化計画【概要版】p15  
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(4) 関市公共施設等総合管理計画 

この計画は、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するために策定されたもので

す。 

持続可能な公共施設等のサービス提供に向け、令和 45 年度（2063 年度）までに公共施

設の延床面積を 35％削減することを目標としており、その中で小中学校については、児

童・生徒数の減少にあわせて学校を再編することとしています。なお、用途廃止施設につ

いては他の用途への転用や売却、撤去後の土地の活用等を検討することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：関市公共施設等総合管理計画 p32  
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(5) 関市公共施設再配置計画 

この計画は、関市公共施設等総合管理計画に基づき、具体的な公共施設の再配置を定め

たものです。 

現在は第Ⅰ期実施計画期間（平成 28年度～令和 9年度）にあり、第Ⅰ期実施計画では、

公共施設の延床面積を 18.6％削減することを目標としています。 

なお、学校教育施設においては、小学校等を地域コミュニティの核として位置づけ、学

校機能に配慮しながら、複合化・多機能化、集約化を進める方針を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：関市公共施設再配置計画 p4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：関市公共施設再配置計画 p34 
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(6) 関市学校施設長寿命化計画 

この計画は、学校施設を将来にわたり安全・安心に使い続けるために、施設の現状や老

朽化状況を把握し、施設の維持水準や優先度等の考え方を明らかにしながら、今後の維持

保全の方向性による整備内容、時期等の具体的な計画を定めたものです。 

学校施設の目指すべき姿として「一人一人の学習活動に適応する教育環境を備えた施設

整備」「児童生徒が安心して学ぶことができる安全で快適な施設整備」「地域社会と連携し

た機能的な施設整備」を掲げています。 

また、長寿命化への基本方針として「計画的な改修の実施」「予防保全型の管理への転

換」「時代のニーズに即した機能性の確保」を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：関市学校施設長寿命化計画 概要版 p2 
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出典：関市学校施設長寿命化計画 概要版 p3  
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(7) 関市都市計画マスタープラン 

この計画は、都市の将来像や都市整備等の基本的な方針を明らかにし、都市計画の総合

的な指針としての役割を果たすものです。 

倉知小学校周辺は、住宅地として快適な居住環境整備を行うこととしています。また倉

知ふれあいセンターは、コミュニティ交流拠点として地域住民の交流の場、たまり場など

の創出を図ることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：関市都市計画マスタープラン第 4 章 p29  

倉知小学校 

倉知ふれあいセンター 
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南ヶ丘小学校周辺は、住宅地となっています。 

なお、高校、大学、特別支援学校等が集積し、落ち着いた周辺環境が形成されているこ

とから、今後も文教・福祉地区としてふさわしい周辺環境の維持・保全を図るとともに、

施設の整備・充実、利便性・安全性の向上に努めることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：関市都市計画マスタープラン第 4 章 p45 

  

南ヶ丘小学校 
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(8) 関市立地適正化計画  

この計画は、人口減少の中において持続可能で利便性の高いまちづくりを推進するため、

医療・福祉施設等の施設立地の誘導や、⼀定エリアへの居住誘導を図ることに焦点を当て、

コンパクトなまちづくりの方向性や具体策を示すものです。 

計画において、倉知小学校は居住誘導区域内に位置しています。居住誘導区域では、誘

導施策として「子育てがしやすい環境づくり」「まちがつながる、歩いて楽しい空間づく

り」を行う方針としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：関市立地適正化計画 p111 
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出典：関市立地適正化計画 p122 
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(9) 第２期関市まち・ひと・しごと創生総合戦略  

この計画は、人口減少社会の克服とまちの活力創出を目指すため、「しごとの創出」「新

しい人の流れの創出」「若い世代の結婚・出産・子育ての支援」「時代にあった暮らしの創

造」を４つの基本的な柱に置き、これらにつながる事業及び取組を推進するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第２期関市まち・ひと・しごと創生総合戦略 p3 
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(10) 関市地域防災計画 

この計画は、市、関係機関及び市民が協働して災害予防、災害警戒・対策及び災害復旧

対策を適切に実施できるよう、各々が処理すべき事務又は業務を定めたものです。 

この計画において、倉知小学校及び南ヶ丘小学校は指定避難所に、倉知ふれあいセンタ

ーは予備避難所に位置づけられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：関市地域防災計画 S2-08-04⑦、⑯  



 

56 

 

 

５ 類似事例 

小学校と地域コミュニティ施設の複合化事例 

① 美南小学校、美南地区公民館等（埼玉県吉川市） 

新興住宅地において人口が急増する中、近隣に学校をはじめとした既存の公共施設がな

いため、より広範囲の地域のニーズを踏まえ、学校とその他の公共施設との複合施設とし

て整備した事例です。 

地域住民が利用する各施設や学校開放にも使用する特別教室は１階に配置し、普通教室

や職員室などの諸室は 2 階以上に配置することで管理をしやすくしています。また１階の

中庭は学校と地域の利用者が自然に交流できるスペースとして設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

出典：学習環境の向上に資する学校施設の複合化の在り方について（平成 27 年 11 月、学校施設の在

り方に関する調査研究協力者会議（文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課））p31 
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出典：学習環境の向上に資する学校施設の複合化の在り方について（平成 27 年 11 月、学校施設の在

り方に関する調査研究協力者会議（文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課））p32 
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② 新庄北小学校、新庄北公民館（富山県富山市） 

公民館を併設した小学校の事例です。小学校と併設した公民館には、大会議室、中会議

室２室、料理室、研修室があり、多彩な学習活動の場として活用されています。 

また、小学校及び公民館を活用した文化祭などのイベントが行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公民館 

建物外観 新庄北文化祭 写真 

出典：[建物外観・平面図](株)日総建ニュースレター 

   [写真（新庄北文化祭・公民館施設）]とやま学遊ネット ホームページ 

公民館施設 写真 

平面図 



 

59 

 

 

③ 順化小学校・順化公民館（福井県福井市） 

老朽化が進んでいた公民館を小学校に移転し、地域コミュニティとの交流機会の確保と

防犯対策を両立させながら複合化を行った事例です。 

３階建校舎のうち、高齢者らも利用しやすいように１階に公民館を配置し、玄関はバリ

アフリー化してスロープを設けています。１階に位置する会議室や調理室については学校

と公民館の共有で運用しています。 

児童の安全確保のため防犯カメラを増設したほか、小学校玄関だけでなく公⺠館玄関に

も学校同様のインターホン、電⼦錠を設置して建物の出入りをチェックするとともに、建

物内の相互間扉を施錠できるようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小学校 出入口 公民館 出入口 

調理室 

公民館 出入口 
小学校 出入口 

会議室 

施錠扉 

出典：文部科学省 CO-SHA Platform ポータルサイト 
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④ 桐原⼩学校、桐原コミュニティセンター（滋賀県近江⼋幡市立） 

小学校・コミュニティセンター・子どもの家（学童保育）からなる複合施設の事例です。 

コミュニティセンターと隣接して、学校の共有エリアが設けられており、体育館や多⽬

的ホール、音楽室などがセキュリティ対策・管理区分を考慮の上、地域にも開かれた施設

として開放されています。 

多目的ホールと音楽室の間の壁は取り払うこともでき、音楽集会、ゲストティーチャー

による学習会、親子活動、作品展など、さまざまな活用がなされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

音楽室 

出典：文部科学省 CO-SHA Platform ポータルサイト 
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６ 現状と課題のまとめ 

以下に現状と課題のまとめを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【現 状】 

・倉知小学校及び倉知ふれあいセンターは、建築後 50 年を経過しており、改築時期を

迎えています。 

・倉知小学校、南ヶ丘小学校ともに、今後は児童数が減少していく予測です。 

・倉知ふれあいセンターはコミュニティ交流拠点として、住民等で様々な活用がされて

います。 

・倉知小学校及び倉知ふれあいセンター周辺では、比較的人口が多く、また年少人口の

割合が大きい状況にあります。南ヶ丘小学校周辺では、比較的人口が少なく、また老

年人口の割合が大きい状況にあります。 

・倉知小学校及び倉知ふれあいセンターは、都市計画マスタープランにおいて、快適な

居住環境整備を行うこととしている地域にあり、近傍に倉知保育園や大型ショッピン

グセンター（マーゴ）があります。また、南ヶ丘小学校は、都市計画マスタープラン

において、文教・福祉地区として維持・保全等を図ることとしている地域にあり、近

傍に学校施設や福祉施設などの公共施設があります。なお、倉知小学校、倉知ふれあ

いセンター及び南ヶ丘小学校のいずれも第１種中高住居地域にあります。 

・学校施設整備にあたっては、「柔軟で創造的な学習空間づくり」、「新しい生活様式を

踏まえた学習・生活空間づくり」、「地域や社会との協働」などのほか「教職員の働く

場としての機能向上」が求められています。 

・小学校と地域コミュニティ施設の複合化事例をみると、防犯対策を施した上で小学校

と地域コミュニティ施設の各機能において相互活用が図られています。（会議室、調

理室、音楽室、体育館など） 

 

【課 題】 

・本複合化施設の整備にあたっては、安全性とセキュリティ対策に配慮した上で“小

学校”と“ふれあいセンター”の連携強化により、より良い学習環境の構築と地域

交流の活性化を図り、地域の魅力を向上させていくことが課題です。 

・倉知ふれあいセンター及び南ヶ丘小学校の跡地活用については、それぞれの地域特

性にあった活用により、定住促進や静かで安心できる生活環境を維持していくこと

が課題です。 
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第３ 市民等の意向 
市民ワークショップ、教職員及び PTA 役員へのアンケート調査などによって、市民等の

意向を把握しました。 

 

１ 市民ワークショップ 

(1) 開催概要 

開催概要を以下に示します。 

表 ３-１ 市民ワークショップ開催概要 

回数 テーマ 開催日時 参加人数 

第１回 複合化施設に対する想いを語ろう 令和 6 年 9 月 14 日(土) 

13:00～16:00 

23 名 

第 2 回 複合化施設の必要な機能を考える 令和 6 年 10 月 19 日(土) 

14:00～16:00 

27 名 

第 3 回 複合化施設のゾーニングと活用イ

メージを考える 

令和 6 年 11 月 16 日(土) 

14:00～16:00 

25 名 

①参加者：公募により自主的に参加された倉知小学校又は南ヶ丘小学校の校区にお住ま

いの方 

②開催場所：倉知ふれあいセンター 

③実施方法：４つのグループに分けて話し合いを実施 

 

(2) 結果概要 

開催結果の概要を次ページ以降に示します。 
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① 第１回「複合化施設に対する想いを語ろう」 

第１回では、複合化施設に対して期待することや留意すべき点について個人で検討後、

グループ内で共有し、コンセプトと基本方針を検討しました。 

 

■主な意見 

「全世代の方が使いやすい」「地域コミュニティと教育活動の共存」「子ども

たちと地域の方が活発に交流できる」など地域の拠点施設として、地域と子ど

もの交流が深まることへの期待の声がある一方で、安全面や防災など不安の声

も上がりました。 

 

 

■ワークシート（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■開催状況 
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② 第２回「複合化施設の必要な機能を考える」 

第２回では、複合化施設でどのような活動をしたいかを個人で検討後、グループ内で意

見交換し、複合化により期待される新たな活動についても整理を行い、機能（部屋）ごと

に活用のあり方を検討しました。 

 

■主な意見 

ふれあいセンターの機能としては「PTA 会議としても利用できる会議室」「児

童と地域のふれあいができる多目的室」「児童の作品が展示できるホール」、小

学校の機能としては「一般の人も利用できる図書館」「料理教室としても利用で

きる家庭科室」「大人が児童に日曜大工を教えられる図工教室」など、学校教育

と地域コミュニティが連携・交流するような、それぞれの施設の相互利用や共

同利用を想定した意見が挙がりました。 

 

■ワークシート（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■開催状況 
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③ 第３回「複合化施設のゾーニングと活用イメージを考える」 

第３回では、第２回ワークショップの結果を反映させた「機能カード」を使用し、敷地

条件などの制約を踏まえた工夫および調整をした複合化施設のレイアウトを検討しまし

た。また、備える機能（部屋）と有効な使い方・配慮等についても検討しました。 

 

■主な意見 

機能のレイアウトを議論する中で「学校とふれあいセンターで共有する機能

は、小学生もふれあいセンター利用者も利用しやすい位置にする必要がある」

「駐車場は 100 台ほしいけど、限られた敷地の中では学校の機能や配置を優先

で考えたい」「段差をなくすなどバリアフリーの対応が必要」などの意見が挙げ

られました。 

 

■ワークシート（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■開催状況 
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２ 教職員・PTA アンケート 

(1) 調査概要 

調査概要を以下に示します。 

①調査対象（回答者数） 

・倉知小学校の教職員（N=20） 

・倉知小学校のＰＴＡ役員（N=7） 

・南ヶ丘小学校の教職員（N=13） 

・南ヶ丘小学校のＰＴＡ役員（N=6） 

②調査期間：令和 6 年 11 月～12 月 

③実施方法：各学校にて配布・回収 

④設問内容 

Ｑ１ 倉知小学校等複合化施設では、どのような施設環境が重要と考えます

か？  

Ｑ２ 倉知小学校等複合化施設において、相互利用、共同利用等による『学

習環境の高機能化・多機能化』や『地域交流の促進』について、どの程

度期待しますか？ 

Ｑ３ 倉知小学校等複合化施設において、特に配慮すべきことについてのご

意見等があればご記入ください。 

Ｑ４ その他、倉知小学校等複合化施設についてのご意見やご要望があれば

ご記入ください。 

 

(2) 結果概要 

調査結果の概要を次ページ以降に示します。 
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Q1  倉知小学校等複合化施設では、どのような施設環境が重要と考えますか？以下の

①～⑧について順位付きけ（１位～８位）をしてください。 

また、①～⑧以外に重要と考える施設環境があれば、その内容を「⑨その他」の

欄にご記入いただき、順位付け（１位～９位）をしてください。 

 

※総合得点は、各項目の順位付け回答者数をもとにウエイト平均により算出しました。順

位のウエイトは以下のとおりです。 

順 位 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位 9 位 

ウエイト 9pt 8pt 7pt 6pt 5pt 4pt 3pt 2pt 1pt 

 

 

  

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位

② 読書・学
習・情報の
中心で主体
的な学習が
できる場

12 8 4 9 3 1 1 0 0 7.3pt 1位

① 横断的、
多目的な学
びに対応で
きる創造的
な空間

5 10 11 6 3 3 2 0 0 6.8pt 2位

⑦ 長く使い
続けるため
の安全性の
確保

16 4 4 2 7 3 2 3 0 6.7pt 3位

施設環境項目
順位付け回答者数(人) 総合

得点
総合
順位

【結果概要】 

総合得点は、「② 読書・学習・情報の中心で主体的な学習ができる場」が最も高く

7.3pt、次いで「① 横断的、多目的な学びに対応できる創造的な空間」が 6.8pt 点、

「⑦ 長く使い続けるための安全性の確保」が 6.7pt 点となりました。 
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（Ｑ１続き・４～７位） 

  

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位

⑤ 温かみの
ある豊かな
学び・生活
の場

3 7 5 9 5 7 1 0 1 6.0pt 4位

④ 円滑に業
務を行える
執務空間

2 7 8 4 5 2 5 3 1 5.6pt 5位

⑨その他 ※その他の意見内容

「落ち着いて学習や生活ができ
る教室」「ゆとりある空間」
「ロッカーなどの収納の充実」
「放課後児童クラブなどの充
実」「憩いの場」「通常の教
室」「木造校舎」「防犯対策」
「相談室の解放」「集団でのク
ラブ活動など団結し学べる場」
など

6 4 1 1 0 0 0 2 11 4.6pt 6位

③ コン
ピュータ室
など専門的
で高度な学
びができる
場

1 0 6 3 7 9 6 5 0 4.5pt 7位

施設環境項目
順位付け回答者数(人) 総合

得点
総合
順位
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（Ｑ１続き・８～９位） 

 

  

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位

⑥ 地域と連
携・協働で
きる地域コ
ミュニティ
の拠点

0 1 1 2 4 9 9 5 5 3.5pt 8位

⑧ 省エネル
ギーや再生
可能エネル
ギーの積極
的導入

1 0 0 2 2 2 10 17 2 2.9pt 9位

施設環境項目
順位付け回答者数(人) 総合

得点
総合
順位
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Ｑ２  倉知小学校等複合化施設においては、学校とふれあいセンターの施設間の相互利

用、共同利用等が想定されます。 

相互利用、共同利用等による『学習環境の高機能化・多機能化』や『地域交流の

促進』について、どの程度期待しますか？（あてはまる番号１つに○） 

 

 

 
※未回答は除いて集計しています。 

 

 

  

9%

0%

14%

8%

33%

39%

11%

29%

77%

50%

25%

39%

43%

8%

0%

27%

50%

14%

8%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(N=44)

倉知小教職員(N=18)

倉知小PTA役員(N=7)

南ヶ丘小教職員(N=13)

南ヶ丘小PTA役員(N=6)

とても期待する 期待する あまり期待しない 期待しない

【結果概要】 

全体の結果では、「とても期待する」「期待する」があわせて 48％、「期待しない」

「あまり期待しない」が合わせ 52％で、概ね同程度の割合となっています。 

倉知小学校の教職員、PTA では、「期待しない」「あまり期待しない」の割合が高い

傾向にあり、南ヶ丘小学校の教職員、PTA では、「とても期待する」「期待する」の割

合が高い傾向にあります。 
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Ｑ３ 倉知小学校等複合化施設においては、学校とふれあいセンターを複合化する上

で、安全性の確保、プライバシーの保護、騒音対策などの様々な配慮が必要と考え

ています。 

特に配慮すべきことについてのご意見等があればご記入ください。 

 

 

 
※上記グラフは、回答内容をもとにカテゴリー分けして集計したものです。なお、回答内容が複数のカテゴ

リーに分類される場合、それぞれのカテゴリーにてカウントしているため、各カテゴリーの回答数(n)の合

計は、本設問の回答者数(N=37 人)とは一致しません。 

 

  

16

4

2

6 6

1

1

2

1

1

0 5 10 15 20 25 30 35

①学習環境への影響や

防犯面への配慮(n=30)

②施設や設備への配慮

（ゆとりある空間、バリアフリー、

トイレの充実など）(n=4)

③学校とふれあいセンターの

管理分担への配慮(n=3)

④通学への配慮(n=1)

⑤地域活動や安全性などの

バランスについての配慮(n=1)

⑥その他(n=1)
倉知小教職員 倉知小PTA役員

南ヶ丘小教職員 南ヶ丘小PTA役員

回答数(件)回答者数 N=37人

【結果概要】 

ふれあいセンター利用者等が出入りすることなどに対する「学習環境への影響や防

犯面への配慮」に関する意見が最も多く 30 件となっています。 

次いで、「施設や設備についての配慮」に関する意見が 4 件、「学校とふれあいセン

ターの管理分担への配慮」に関する意見が 3 件となっています。 
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【Ｑ３における主な回答の抜粋】 

 

①学習環境への影響や防犯面への配慮 

・音を出す活動をされる場合、防音の必要がある。１階と２階の行き来が安易にできない

工夫（またはカギ）をしてほしい。玄関も分けてほしい。 

・地域の方との共同利用が実現すれば、ステキなことだと感じるが、現実的に誰かわから

ない人が出入りすることにとても不安を感じる。たとえ、その人が地域の人とわかって

いても、その人が安全な人かどうかはわからないという昨今の現状を考えると（盗撮や

痴漢等）、不特定多数の人との関わりは危険とも感じる。 

 

②施設や設備への配慮（ゆとりある空間、バリアフリー、トイレの充実など） 

・スロープ、エレベーターの設置、車イスで入れるトイレ、手すりなどの配慮をしてほし

い。下駄箱は一人分を大きくし、上靴と下靴を分けて入れられるものにしてほしい。各

階にウォータークーラーを設置してほしい。 

・今の校舎では、教室の数、水道の数、トイレの数など児童数に見合っていない。また、

玄関や教室なども狭く、とても窮屈に感じる。新しい校舎になって、ふれあいセンター

と複合化するとなると、さらにスペースがなくなるのではと心配である。 

 

③学校とふれあいセンターの管理分担への配慮 

・共有スペースの施設管理は誰がするのか。もし事故が起きた場合の責任は誰がとるの

か。交通安全対策はどうするのか。もし共有することになったとして、多くの調達は教

頭が担うとなると、ただでも多忙な教務がパンクしてしまう恐れがある。施設運営の円

滑な方法もパッケージとして提案してほしい。 

・学校とふれあいセンターは役割が異なるので、その役割を周知徹底してほしい。複合化

する上で、今以上の負担が学校にいかないようにしてほしい。 
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Ｑ４  その他、倉知小学校等複合化施設についてのご意見やご要望があればご記入くだ

さい。 

 

 

 

※上記グラフは、回答内容をもとにカテゴリー分けして集計したものです。なお、回答内容が複数のカテゴ

リーに分類される場合、それぞれのカテゴリーにてカウントしているため、各カテゴリーの回答数(n)の合

計は、本設問の回答者数(N=27 人)とは一致しません。 
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0 2 4 6 8 10

①施設や設備に関する意見

（ゆとりある空間、

トイレやロッカーの充実など）(N=9)

②複合化に反対または

必要性自体を疑問視する意見(N=8)

③関係者の意見の反映など

事業の進め方に関する意見(N=5)

④通学に関する意見(N=4)

⑤学習環境への影響や

防犯面に関する意見(N=3)

⑥学校とふれあいセンターの

管理分担に関する意見(N=1)

倉知小教職員 倉知小PTA役員

南ヶ丘小教職員 南ヶ丘小PTA役員

回答数(件)回答数(件)回答者数 N=27人

【結果について】 

ゆとりある空間、トイレやロッカーの充実などの「施設や設備に関する意見」が最

も多く 9 件となっています。 

次いで、「複合化に反対または必要性自体を疑問視する意見」が 8 件、「関係者の意

見の反映など事業の進め方に関する意見」に関する意見が 5 件となっています。 
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【Ｑ４における主な回答の抜粋】 

 

①施設や設備に関する意見（ゆとりある空間、トイレやロッカーの充実など） 

・教室の数について、通常 18（３クラス×６学年）＋特支４（時３知１）＋ことば１、

かがやき２＋少人数教室３～４＋特別教室（音、理、図、家…）＋保健室＋相談室＋会

議室＋SC or S 相用の教室など、必要となる教室の数を確保してほしい。職員室に全職

員数分の机が並べられる広さにしてほしい。（学年で１つ以上）→学年で振り分けられ

るように、現状以下にならないこと。トイレは最低６ヶ所以上設置し、１学年で混雑し

ない個数を配置してほしい。 

・トイレ（多目的用も含め）、各フロアに複数個所ほしい。安桜小のような、広々とした

教室が必要。（子どもたちの学びの場は教室が大部分を占めている）グループ活動、個

別対応などが可能となるスペースが教室内にほしい。ロッカーも収納がたくさんできる

ようになるとよい。（ランドセル以外に、タブレット、習字道具、絵具、算数セット、

裁縫セット、理科の実験セットなど多数） 

 

②複合化に反対または必要性自体を疑問視する意見 

・複合化施設にするメリットがどこまであるのか、デメリットの方が大きいと思う。正

直、複合化には反対。まず現場の声を聞くべき。 

・複合化施設にしないで、通常の学校とふれあいセンターを併設すればよいと思う。 

 

③関係者の意見の反映など事業の進め方に関する意見 

・漠然としていて不明点が多い。その都度話し合いが必要である。 

・まずは必要最低限どの教室（トイレ含む手洗い場も）いくつぐらい必要なのかは学校現

場に必ず確認してから具体的な計画に入ってほしい。限られたスペースしかないので、

「がまんしてください」では、建替えはやめた方がよい。 
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第４ 本複合化施設の整備方針 

１ コンセプト・基本方針 

本複合化施設のコンセプトを『新しい時代に対応した“学校教育”と“地域コミュニテ

ィ”が連携・交流する多世代にぎわい拠点』と設定しました。 

また、コンセプトを実現するための５つの基本方針（【基本方針１】多世代交流の促進、

【基本方針２】時代と地域に合った教育環境の整備、【基本方針３】安全・セキュリティ

の徹底、【基本方針４】誰もが使いやすい運用、【基本方針５】地域の拠点としての役割）

を設定しました。次ページ以降に、各基本方針の考え方を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-１ 本複合化施設のコンセプト・基本方針 

 

※５つの基本方針によりコンセプトを達成するものとします。５つの基本方針は、それぞ

れ独立したものではなく、相互に関連し合うものとします。  

【基本方針１】
多世代交流
の促進

【基本方針２】
時代と地域に

合った
教育環境の整備

【基本方針３】
安全・

セキュリティ
の徹底

【基本方針４】
誰もが

使いやすい
運用

【基本方針５】
地域の拠点
としての役割

【コンセプト】 

新しい時代に対応した 

“学校教育”と 

“地域コミュニティ”が 

連携・交流する 

多世代にぎわい拠点 
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(1) 多世代交流の促進 

学習指導要領では、必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・能力を身に付

けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら、社会との連携及び協働によ

りその実現を図っていくという、社会に開かれた教育課程の実現が重要としています。 

社会のつながりの中で学ぶことで、子どもたちは、自分の力で人生や社会をよりよくで

きるという実感を持つことができます。社会と連携・協働した教育活動を充実させるため、

地域住民等と連携した多世代交流の促進を図ります。 

 

例 

・保護者、地域住民等が学校運営や様々な学校の教育活動を支援する取組（コミュニテ

ィ・スクールや地域学校協働活動等）など学校と地域の連携・協働のための諸室計画 

・小学校とふれあいセンターのそれぞれの機能の相互利用、共同利用等による学習・生

活環境の高機能化及び多機能化 

・地域住民が集まるイベント等の開催が可能なスペースの整備（ふれあいセンター機

能） 

 

 

(2) 時代と地域に合った教育環境の整備 

関市では、情報化社会の進展など時代が急速に変化する中、国の GIGA スクール構想に

基づき、１人１台端末を利用した新たな学びと高速大容量の通信ネットワークによる、教

育における ICT を基盤とした先端技術の活用を推進しています。 

また、関市の歴史や文化、自然について体験的に学ぶことで「ふるさと関」のよさを実

感したり、地域の行事やボランティア活動に参画することで、地域の一員としての自覚や

自己有用感を高めたりする教育活動を推進しています。 

こうした教育活動のさらなる推進のため、ICT 環境の充実やふるさと教育の充実のため

の時代と地域に合った教育環境の整備を行っていきます。 

 

例 

・情報端末・教科書・ノート等の教材・教具を常時活用できる教室用机（新 JIS 規格） 

・情報端末の充電保管庫等の整備 

・遠隔会議システムの導入 

・多目的スペースの整備 
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(3) 安全・セキュリティの徹底 

本複合化施設では、小学校とふれあいセンターの施設間での相互利用、共同利用等によ

り、前述の多世代交流の促進などが期待される一方で、異なる利用者が同じ空間を共有す

ることで、利用者間での事故やトラブルにつながるリスクがあります。また、外部の利用

者が出入りすることから不審者の侵入のリスクがあります。 

こうしたリスクに適切に対応し安全・安心な施設利用ができるよう、また、管理の上で

教職員等の負担にならないよう、施設整備において安全・セキュリティの徹底を図るもの

とします。 

 

例 

・小学校とふれあいセンターにおける適正なゾーニングによる利便性、安全性の確保と

管理区分の明確化 

・ID カードや顔認証システムを活用した利用者を特定する入退館管理システムの導入 

・防犯監視システムや通報システム等の導入 

 

 

(4) 誰もが使いやすい運用 

本複合化施設では、児童、保護者、教職員、ふれあいセンター利用者といった特性の異

なる利用者が子どもから高齢者まで幅広い年齢層で集まります。 

このため、快適な学習環境、執務環境、利用環境の確保のほか、施設のバリアフリー化

等に配慮し、各利用者の特性に合わせた誰もが使いやすい運用ができる施設とします。 

 

例 

・階段や段差を最小限にするとともに、スロープやエレベーターを整備 

・誰もが利用しやすい多機能トイレの設置 

・子どもの安全を考慮した柔らかい床材や角を丸くしたデザイン 

・静かな活動（読書など）と活発な活動（運動など）のエリアの明確な区分 

・大きな文字、ピクトグラムを活用した視認性の高い案内と情報案内 
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(5) 地域の拠点としての役割 

本複合化施設は、小学校であるだけでなく、ふれあいセンター利用者における様々な活

動の場や災害時における地域住民の避難所等になります。 

このため、地域住民にとっても身近な公共施設として、まちづくりの核、生涯学習の場

としての活用を一層積極的に推進するための地域の拠点としての役割を担うものとします。 

 

例 

・シンボルかつ温かみのある愛着を育むことができる施設デザイン 

・児童や地域住民で管理する花壇・菜園など 

・地震、豪雨災害等の自然災害に対し安全な施設整備 

・エコボックスや防災備蓄倉庫の設置 

 

  



 

79 

 

 

２ 機能及び配置の考え方 

機能及び配置は、市民等の意向（前述の市民ワークショップや教職員・PTA アンケート

結果を含む）や「小学校施設整備指針（文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部）」に

基づき、今後詳細に検討していくものとします。 

本基本構想では、主な配慮事項について示します。 

 

(1) 機能の考え方 

① 小学校機能について 

小学校は児童にとって大切な学習・生活の場です。基本方針に掲げたとおり、時代と地

域に合った教育環境の実現のため、1 人 1 台端末や遠隔・オンライン教育に適合した教室

環境といった機能を確保するものとします。 

また、小学校は教職員が働く場でもあります。授業を行う教室はもとより、職員室や準

備室等においても、教職員がより効果的・効率的に授業の準備や研修、様々な校務等を行

うことができるよう、執務環境としてふさわしい機能を確保するものとします。 

 

② ふれあいセンター機能について 

ふれあいセンターは、現在行われている取組みとともに、子どもから高齢者まで様々な

人の交流が生まれる場所として、また新たな活動が生まれる場所としての機能を確保する

ものとします。 

 

③ 機能の相互利用、共同利用等について 

児童の学習・生活や安全性に支障のないことを前提として、小学校とふれあいセンター

のそれぞれの機能の相互利用、共同利用等による学習・生活環境の高機能化及び多機能化

に寄与するものとします。 

具体的には、学校の図書館、音楽室、図工室、調理室などの特別教室を地域住民の方が

利用する、ふれあいセンターの多目的室や会議室を児童、教職員、PTA の方が利用すると

いったことを検討します。 

 

④ 駐車場について 

駐車スペースにおいては各施設の利用者数を考慮の上、不足がないよう確保します。 
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⑤ 中長期的な視点について 

情報化社会の進展などによって、今後も学びのスタイルが多用に変化していくことや将

来の児童数の増減などを踏まえて、可動間仕切りを設けるなど可変性を有した機能につい

て検討します。 

 

⑥ 環境対策について 

屋根や外壁の高断熱化、高効率照明や高効率空調機等の高効率設備の導入等により、

ZEB 水準の省エネルギー性能の確保を目指すとともに、再生可能エネルギー導入について

も検討します。これにより、環境面に配慮した上で、光熱費等の削減や快適な室内環境を

実現するものとします。 
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【参考】諸室等の一覧（案） 

以下に現時点で想定される主な諸室等の一覧を示します。一覧は、前述の市民ワークシ

ョップの結果等を踏まえて整理したものですが、詳細については今後の検討とします。 

 

表 ４-１ 諸室等の一覧（案） 

分類 主な諸室 
諸室 

の数 

1 室当り 

概略規模 
備考 

小学校 

関連機能 

普通教室 18 60 ㎡  

少人数指導教室 ※ 30 ㎡ ※利用状況踏まえ検討 

通級指導教室 ※ 60 ㎡ ※〃 

特別支援学級教室 ※ 60 ㎡ ※〃 

留守家庭児童教室 1 190 ㎡  

理科室 1 60 ㎡  

音楽室 1 60 ㎡  

図工室 1 60 ㎡  

家庭科室 1 60 ㎡  

図書室 1 250 ㎡  

多目的室 1 130 ㎡  

放送室 1 30 ㎡  

配膳室 1 60 ㎡  

校長室 1 30 ㎡  

職員室 1 100 ㎡  

保健室 1 60 ㎡  

会議室 1 130 ㎡  

教材倉庫・準備室 

サーバー室等 
※ ※ ※適宜 

トイレ ※ ※ ※各フロアに 2 箇所程度 

駐車場 ※ ※ ※利用状況踏まえ検討 

ふれあい 

センター 

機能 

 

事務室 1 60 ㎡  

和室 1 60 ㎡  

多目的室 1 130 ㎡  

ホール 1 130 ㎡  

会議室 1 130 ㎡  

休憩・ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ 1 60 ㎡  

ワークスペース 1 60 ㎡  

カフェ等 1 60 ㎡  

茶室 1 10 ㎡  

倉庫 1 30 ㎡  

トイレ ※ ※ ※適宜 

駐車場 ※ ※ ※利用状況踏まえ検討 
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(2) 配置の考え方 

① 施設環境に配慮した配置について 

児童、教職員、地域住民等が快適に利用できる施設配置とします。 

特に、学校施設については、児童等の学習及び生活の場として、また、教職員の働く場

として、日照、採光、通風、換気、室温、音の影響等に配慮した良好な環境条件を確保す

るものとします。 

 

② アクセス性について 

周辺道路状況や通学路の指定状況等を踏まえた上で、学校関係者とふれあいセンター利

用者のそれぞれでアクセスに支障がないように配慮します。特に、交通安全対策として、

児童の登下校とふれあいセンター利用者の錯綜がないように留意します。 

また、現南ヶ丘小学校校区の児童は、スクールバスによる通学を行うものとします。こ

のため、スクールバスが安全に駐停車、転回できるとともに、児童が安全に乗降できる計

画とします。 

 

③ 安全・セキュリティ対策について 

小学校とふれあいセンターにおける適正なゾーニングにより安全性の確保と管理区分の

明確化を図ります。 

また、校門は、不審者の侵入防止や犯罪防止、事故防止等の観点から、職員室や事務室

等の教職員の居場所から見通しがよく、死角とならない位置とすることなどで防犯・セキ

ュリティ対策を行うものとします。 

 

④ 整備期間中の措置について 

施設の整備期間中においても、学校生活が確保できるようにしていきます。 

このため、事故防止、騒音、振動等による児童の健康や安全及び学習や生活に支障の生

じることのないように十分留意の上で、仮設校舎や本複合化施設の配置を決定します。 
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【参考】レイアウト例 

参考としてレイアウトの一例を以下に示します。本レイアウトはあくまで一例であり、

詳細には今後検討するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-２ 本複合化施設のレイアウト例  

倉知小学校等複合化施設 
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(学校関係者） 

歩行者動線 
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平面レイアウト例 

小学校関連機能 
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ふれあいセンター機能 
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第５ 本複合化施設の整備に係る概算事業費等 
 

１ 概算事業費 

概算事業費を以下に示します。 

■ 設計費・建設費 ：5,812,908 千円（設計監理費 150,000 千円、工事費 5,662,908 千円） 

■ 維持管理費 ：  8,157 千円／年間 

 

※設計費・建設費は「令和 4 年度 管第 52 号 倉知小学校複合化事業 基本設計業務委託（以下「基

本設計という」）」における概算事業費をもとに、建設工事費デフレーターにより賃金水準や物価

水準の変動を加味して算出（設計監理費は基本設計のとおり 150,000 千円、工事費は建設工事費

デフレーターを加味して 5,040,750 千円×133.8／119.1＝5,662,908 千円） 

【基本設計における概算事業費】 

項 目 
費用 

（千円） 

1 解体 76,200 

2 仮設校舎（3F/2 棟/4,750m2） 600,000 

3 建設費（1,499 坪） 1,798,800 

4 外構造成 30,000 

  小計 2,505,000 

5 造作家具 150,000 

  直接工事費 計 2,655,000 

6 諸経費（50％） 1,327,500 

  小計 3,982,500 

  消費税 (10%) 398,250 

  小計 4,380,750 

7 家具 110,000 

8 屋外運動場 50,000 

9 創エネ・省エネ(ZEB Ready) 500,000 

●工事費 5,040,750 

●設計監埋費 150,000 

総合計 5,190,750 

 

建設工事費デフレーターとは… 

建設工事に係る「名目工事費額」を基準年度の「実質額」に変換する指標として国土交通省が公表してい

るものです。賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更等に活用ができます。 

 

  

（基準年度：令和 7 年度） 

2022 年度デフレーター（基本設計時点）：119.1 

2025 年度デフレーター（発注予定時点）：133.8* 

*近似式より 5.19×2025-10,376=133.8 
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２ 整備スケジュール 

想定する整備スケジュールを以下に示します。 

なお、以下に示す整備スケジュールは、現時点で想定される最短でのスケジュールであ

り、必要に応じてスケジュールの見直しを行う可能性があります。 

 

表 ５-１ 整備スケジュール 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本構想 

設計事業者の 

選定 

調査計画・設計 

倉知小学校等複合化施設建設 

（既設校舎撤去含む） 

供用 

開始 

仮設校舎 

整備 

仮設校舎 

活用 
仮設校舎 

撤去 
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第６ 南ヶ丘小学校・倉知ふれあいセンターの跡地活用方針 
本複合化施設の整備に伴い、倉知ふれあいセンター及び南ヶ丘小学校は機能を廃止する

ことになります。このため、倉知ふれあいセンター及び南ヶ丘小学校の跡地活用について

は今後検討していきます。 

跡地活用のアイディアについて、前述の市民ワークショップの参加者、サウンディング

調査対象の民間事業者に意見を伺いました。以下に、跡地活用のアイディアに関する意見

の概要を示します。 

表 ６-１ 跡地活用に関する意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●倉知ふれあいセンターの跡地活用に 

ついての意見 

 

・エコボックス等の設置 

・倉知保育園等の駐車場 

・倉知公民センターへの譲渡 

・子どもの遊び場など 

・診療所・病院など 

・地域の人が集まれる場所 

・老人ホーム等の高齢者のための施設 

 

●南ヶ丘小学校の跡地活用についての意見 

 

 

・喫茶店など 

・公民館 

・子どもの遊び場など 

・宿泊施設 

・関商工の移転 

・地域の人が集まれる場所 

・フリースクール 

・ふれあい教室 

・プール利用 

・民間企業に売却 

・老人ホーム等の高齢者のための施設 

 

 

なお、前述の整備スケジュールのとおり、跡地活用ができるのは早くても令和 11 年度

以降であること、現時点においては、民間事業者等からの具体的な活用の意向は見受けら

れないことから、具体的な跡地活用の方法については、引き続きまちづくりの方針や市民

や民間事業者の意向などを踏まえて検討していきます。 
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第７ 今後の課題 
以下に今後の課題を示します。 

 

(1) 施設整備内容の具体化 

本基本構想では、市民ワークショップや教職員・PTA アンケート等を実施の上で、複合

化施設整備にあたってのコンセプトや基本方針をとりまとめました。 

今後は、本基本構想におけるコンセプト、基本方針をもとに施設整備内容の具体化を検

討していきます。なお、施設整備内容の具体化にあたっては、学校教職員アンケートにお

いて、施設整備に関して意見をしっかり反映してほしいとの要望が多数あったことなどを

踏まえて、適宜意見交換の場を設けながら進めていきます。 

 

(2) 市民等に対する継続的な情報提供 

本複合化施設の整備に関して、学習環境や防犯、通学の面において不安視する意見など

が一定数見受けられることから、引き続き対策を検討した上で情報を提供していきます。 

 

(3) 南ヶ丘小学校・倉知ふれあいセンターの跡地活用検討 

前述のとおり、倉知小学校等複合化施設の整備に伴い、倉知ふれあいセンター及び南ヶ

丘小学校については機能廃止することから、跡地活用の方針を検討していきます。 

 

 

 


